
総社市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和７年３月２１日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第７号 

 

総社市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（総社市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 総社市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成１７年総社市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（失職の特例） 

第５条 任命権者は，公務遂行中又は通勤途上の交通事故により拘禁刑
 

以上

の刑に処せられた職員で，その刑の執行を猶予されたものについては，情

状を考慮して特に必要があると認めるときは，その職を失わないものとす

ることができる。 

２ 略 

 

 

（失職の特例） 

第５条 任命権者は，公務遂行中又は通勤途上の交通事故により禁錮
こ

以上の

刑に処せられた職員で，その刑の執行を猶予されたものについては，情状

を考慮して特に必要があると認めるときは，その職を失わないものとする

ことができる。 

２ 略 

 

 

（総社市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第２条 総社市職員の退職手当に関する条例（平成１７年総社市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（退職手当の支払の差止め） 

 

（退職手当の支払の差止め） 



改 正 後 改 正 前 

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該退職

に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者に対し，当該退職に係る一

般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

(１) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上

の刑が定められているものに限り，刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３

１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をさ

れた場合において，その判決の確定前に退職をしたとき。 

(２) 略 

２～４ 略 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機

関は，次の各号のいずれかに該当するに至った場合には，速やかに当該支

払差止処分を取り消さなければならない。ただし，第３号に該当する場合

において，当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すこ

とが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは，この限りでな

い。 

(１) 略 

(２) 当該支払差止処分を受けた者について，当該支払差止処分の理由と

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき，判決が確定した場合（拘禁

刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）

又は公訴を提起しない処分があった場合であって，次条第１項の規定に

よる処分を受けることなく，当該判決が確定した日又は当該公訴を提起

しない処分があった日から６月を経過した場合 

(３) 略 

６～１０ 略 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額

が支払われていない場合において，次の各号のいずれかに該当するとき

は，当該退職に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者（第１号又は

第２号に該当する場合において，当該退職をした者が死亡したときは，当

該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し，第１

２条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該退職

に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者に対し，当該退職に係る一

般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

(１) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の

刑が定められているものに限り，刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１

号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされ

た場合において，その判決の確定前に退職をしたとき。 

(２) 略 

２～４ 略 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機

関は，次の各号のいずれかに該当するに至った場合には，速やかに当該支

払差止処分を取り消さなければならない。ただし，第３号に該当する場合

において，当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すこ

とが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは，この限りでな

い。 

(１) 略 

(２) 当該支払差止処分を受けた者について，当該支払差止処分の理由と

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき，判決が確定した場合（禁錮

以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又

は公訴を提起しない処分があった場合であって，次条第１項の規定によ

る処分を受けることなく，当該判決が確定した日又は当該公訴を提起し

ない処分があった日から６月を経過した場合 

(３) 略 

６～１０ 略 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額

が支払われていない場合において，次の各号のいずれかに該当するとき

は，当該退職に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者（第１号又は

第２号に該当する場合において，当該退職をした者が死亡したときは，当

該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し，第１

２条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一



改 正 後 改 正 前 

般の退職手当等の額との権衡を勘案して，当該一般の退職手当等の全部又

は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあっ

ては，基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職

後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(２)及び(３) 略 

２～６ 略 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われた後において，次の各号のいずれかに該当するときは，当該退職に

係る退職手当管理機関は，当該退職をした者に対し，第１２条第１項に規

定する事情のほか，当該退職をした者の生計の状況を勘案して，当該一般

の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受

けていなければ第１０条第３項，第６項又は第８項の規定による退職手当

の支給を受けることができた者（次条及び第１７条において「失業手当受

給可能者」という。）であった場合には，これらの規定により算出される

金額（次条及び第１７条において「失業者退職手当額」という。）を除く。）

の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘

禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(２)及び(３) 略 

２～６ 略 

 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第１７条 略 

２及び３ 略 

４ 退職手当の受給者が，当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において，当該刑事事件に関し

拘禁刑以上の刑に処せられた後において第１５条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したときは，当該退職に係る退職手当管理機関

は，当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り，当該退職手当

の受給者の相続人に対し，当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑

以上の刑に処せられたことを理由として，当該一般の退職手当等の額（当

般の退職手当等の額との権衡を勘案して，当該一般の退職手当等の全部又

は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあっ

ては，基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職

後に禁錮以上の刑に処せられたとき。 

(２)及び(３) 略 

２～６ 略 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われた後において，次の各号のいずれかに該当するときは，当該退職に

係る退職手当管理機関は，当該退職をした者に対し，第１２条第１項に規

定する事情のほか，当該退職をした者の生計の状況を勘案して，当該一般

の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受

けていなければ第１０条第３項，第６項又は第８項の規定による退職手当

の支給を受けることができた者（次条及び第１７条において「失業手当受

給可能者」という。）であった場合には，これらの規定により算出される

金額（次条及び第１７条において「失業者退職手当額」という。）を除く。）

の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁

錮以上の刑に処せられたとき。 

(２)及び(３) 略 

２～６ 略 

 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第１７条 略 

２及び３ 略 

４ 退職手当の受給者が，当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において，当該刑事事件に関し

禁錮以上の刑に処せられた後において第１５条第１項の規定による処分

を受けることなく死亡したときは，当該退職に係る退職手当管理機関は，

当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り，当該退職手当の受

給者の相続人に対し，当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の

刑に処せられたことを理由として，当該一般の退職手当等の額（当該退職



改 正 後 改 正 前 

該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には，失業者退職手当

額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うこと

ができる。 

５～８ 略 

 

をした者が失業手当受給可能者であった場合には，失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。 

５～８ 略 

 

 

（総社市児童福祉年金条例の一部改正） 

第３条 総社市児童福祉年金条例（平成１７年総社市条例第１３１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（支給の停止） 

第４条 前
 

条の規定にかかわらず，年金は，障がい児童が拘禁刑以上の刑に

処せられ，その執行を終わり，又はその執行を受けることがなくなるまで

支給を停止する。 

 

 

（支給の停止） 

第４条 前条の規定にかかわらず，年金は，障がい児童が禁錮
こ

以上の刑に処

せられ，その執行を終わり，又はその執行を受けることがなくなるまで支

給を停止する。 

 

 

（総社市障がい者福祉年金条例の一部改正） 

第４条 総社市障がい者福祉年金条例（平成１７年総社市条例第１４５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（支給の停止） 

第４条 前
 

条の規定にかかわらず，年金は，障がい者が拘禁刑以上の刑に処

せられその執行を終わり，又はその執行を受けることができなくなるまで

支給を停止する。 

 

 

（支給の停止） 

第４条 前条の規定にかかわらず，年金は，障がい者が禁錮
こ

以上の刑に処せ

られその執行を終わり，又はその執行を受けることができなくなるまで支

給を停止する。 

 

 

（総社市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 



第５条 総社市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年総社市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

   附 則 

１～４ 略 

５ 次に掲げる者が，正当な理由がないのに，附則第２項の規定の施行前に

おいて旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された

旧条例第２条第１０号に規定する個人情報ファイルであって，同号アに係

るもの（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を附則第

２項の規定の施行後に提供したときは，２年以下の拘禁刑又は１００万円

以下の罰金に処する。 

(１)及び(２) 略 

６ 前項各号に掲げる者が，その業務に関して知り得た附則第２項の規定の

施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条第９号に規定す

る保有個人情報を附則第２項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，１年以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。 

７～１３ 略 

 

 

   附 則 

１～４ 略 

５ 次に掲げる者が，正当な理由がないのに，附則第２項の規定の施行前に

おいて旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された

旧条例第２条第１０号に規定する個人情報ファイルであって，同号アに係

るもの（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を附則第

２項の規定の施行後に提供したときは，２年以下の懲役又は１００万円以

下の罰金に処する。 

 (１)及び(２) 略 

６ 前項各号に掲げる者が，その業務に関して知り得た附則第２項の規定の

施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条第９号に規定す

る保有個人情報を附則第２項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，１年以下の懲役又は

５０万円以下の罰金に処する。 

７～１３ 略 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和７年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為の処罰については，なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して，他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ，なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止

前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において，当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）第

２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）

（有期のものに限る。）又は旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。）が含まれるときは，懲役又は禁錮はそれぞ

れその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。 

４ 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ，なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の

規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については，無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と，有期拘禁刑に処



せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。 

５ 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例

の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は，第２条の規定による改正後の総社市職員の退職手当に関す

る条例第１３条第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第５項，第１４条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第１７条第４項並びに総社市職員

の退職手当に関する条例第１７条第３項の規定の適用については，拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 


